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令
和
２
年
度 

定
期
監
査
（
そ

の
１
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要

を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

風
戸
博
恭

茂
原
市
監
査
委
員　

竹
本
正
明

◆
監
査
の
対
象

・
総
務
部

　

総
務
課
、
秘
書
広
報
課
、
職
員

課
、
管
財
課
、
防
災
対
策
課

・
企
画
財
政
部

　

企
画
政
策
課
、
財
政
課
、
市
民

税
課
、
資
産
税
課
、
収
税
課

・
会
計
課
、
議
会
事
務
局
、
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
、
農
業
委

員
会
事
務
局
、監
査
委
員
事
務
局

◆
監
査
の
期
間

令
和
２
年
９
月
11
日
か
ら
11
月

20
日
ま
で

◆
監
査
の
場
所　
茂
原
市
役
所

◆
監
査
の
方
法

各
所
管
の
財
務
事
務
及
び
事
務

事
業
が
適
正
か
つ
計
画
的
、
効
果

的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
住
民

福
祉
の
増
進
に
努
め
最
少
の
経
費

で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、
組
織
及

び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る

か
に
主
眼
を
置
き
、
提
出
さ
れ
た

資
料
・
関
係
諸
帳
簿
を
調
査
す
る

と
と
も
に
説
明
を
聴
取
す
る
こ
と

に
よ
り
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
適

正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
事
務
事
業
に
つ
い

て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
若
干
の
遅
延
、
変
更

は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
順
調

に
執
行
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

勤
務
に
関
す
る
諸
帳
簿
に
つ
い

て
は
、
全
課
に
お
い
て
多
数
の
誤

記
等
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
各
職

員
へ
の
諸
帳
簿
等
に
係
る
処
理
方

法
の
周
知
徹
底
及
び
誤
記
等
の
発

生
防
止
に
向
け
た
対
策
の
検
討
を

求
め
た
。

◆
意
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

共　
通

・
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
日
常
業

務
に
お
け
る
課
題
を
認
識
し
、

課
題
解
決
に
向
け
た
目
に
見
え

る
数
値
的
目
標
を
掲
げ
鋭
意
取

り
組
む
こ
と
で
、
業
務
の
改

善
・
推
進
が
図
ら
れ
事
業
の
成

果
が
得
ら
れ
る
。
成
果
を
積
み

重
ね
、
事
業
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
が
、
よ
り
良
い
行
政
運
営

ひ
い
て
は
市
民
福
祉
の
向
上
に

つ
な
が
る
こ
と
を
念
頭
に
業
務

に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

総
務
課

・
条
例
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
現

状
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
状
況
を

把
握
し
た
う
え
で
、
各
課
へ
見

直
し
の
方
針
を
具
体
的
に
示
し

た
指
導
を
行
わ
れ
た
い
。

秘
書
広
報
課

・
市
民
の
様
々
な
意
見
や
要
望
を

把
握
し
、
行
政
に
反
映
さ
せ
て

い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
こ
と

監
査
結
果
の
公
表（
そ
の
１
）

か
ら
、「
市
長
へ
の
手
紙
」
の

他
に
も
、
市
民
が
気
軽
に
意
見

を
伝
え
ら
れ
る
手
段
や
、
広
く

市
民
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き

る
方
法
を
検
討
さ
れ
た
い
。

職
員
課

・
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
能

力
向
上
の
た
め
、
信
賞
必
罰
を

念
頭
に
公
平
性
を
確
保
し
た
人

事
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、

人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、

評
価
の
理
由
も
含
め
た
通
知
と

す
る
な
ど
効
果
的
な
方
法
に
つ

い
て
検
証
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

評
価
制
度
の
有
効
活
用
を
図
り

な
が
ら
、
職
員
の
意
欲
向
上
の

た
め
の
新
た
な
取
組
に
つ
い
て

も
検
討
さ
れ
た
い
。

管
財
課

・
活
用
予
定
の
な
い
普
通
財
産
に

つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
画
一

的
な
方
法
だ
け
で
な
く
様
々
な

手
段
を
検
討
し
、
早
期
売
却
に

取
り
組
ま
れ
た
い
。

防
災
対
策
課

・
大
規
模
災
害
発
生
時
や
災
害
が

長
期
化
し
た
際
は
、
自
助
・
共

助
・
公
助
一
体
と
な
っ
た
災
害

対
応
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
平
時
か
ら
自
主
防
災
組
織

の
活
動
状
況
を
把
握
し
、
よ
り

多
く
の
自
主
防
災
組
織
が
災
害

時
に
積
極
的
な
活
動
が
で
き
る

よ
う
指
導
助
言
に
努
め
ら
れ
た

い
。

・
災
害
時
の
避
難
者
は
、
地
域
住

民
だ
け
で
な
く
帰
宅
困
難
者
等

も
想
定
さ
れ
、
指
定
避
難
所
の

収
容
可
能
人
数
を
上
回
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
避
難

所
に
お
け
る
利
用
可
能
施
設
の

見
直
し
、
直
近
動
員
の
増
員
な

ど
、
人
命
を
守
る
た
め
の
避
難

所
の
在
り
方
に
つ
い
て
見
直
し

を
検
討
さ
れ
た
い
。

企
画
政
策
課

・
次
期
総
合
計
画
に
つ
い
て
は
、

今
後
実
施
さ
れ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
よ
り
、
広
く
市
民

の
声
に
耳
を
傾
け
、
意
見
を
十

分
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
計
画
の

策
定
に
あ
た
ら
れ
た
い
。
ま

た
、
令
和
３
年
３
月
の
策
定
に

向
け
、
遺
漏
の
な
い
よ
う
取
り

組
ま
れ
た
い
。

財
政
課　

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
厳
し
い
社
会
経
済
状
況

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
今
後
の
財

政
運
営
は
、
義
務
的
経
費
の
増

加
や
公
共
施
設
の
老
朽
化
対
策

に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
に
関
わ
る
経
費
の
増
加

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
的


